
                      
さいたま市告示第１１２１号 

道路の区域の変更に関する告示 
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域を変更し

たので告示する。 
 その関係図面は、告示の日より１５日間、西区、北区及び見沼区はさいたま市建設局北部建設事務

所土木管理課において、中央区はさいたま市建設局南部建設事務所土木管理課において一般の縦覧に

供する。 
令和７年７月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
  

１ 道路の種類 県道 

路線名 区間 変更前 
変更後 幅員(m) 延長(m) 

大 谷 本 郷 さ い た ま 線 

さいたま市西区三橋六丁目 4 番地先 

 

さいたま市西区三橋五丁目 934 番 2 地先 

前 

5.17 

～ 

7.04 

487.70 

さいたま市西区三橋六丁目 4 番地先 

 

さいたま市西区三橋五丁目 934 番 2 地先 

後 

16.00 

～ 

27.17 

487.70 

  
  

２ 道路の種類 市道 

路線名 区間 
変更前 

変更後 
幅員(m) 延長(m) 

第 ３ ０ ６ 号 線 

さいたま市中央区八王子三丁目 1763 番 14 地先 

 

さいたま市中央区八王子三丁目 1763 番 1 地先 

前 

3.86 

～ 

3.99 

51.91 

さいたま市中央区八王子三丁目 1763 番 14 地先 

 

さいたま市中央区八王子三丁目 1763 番 1 地先 

後 4.00 51.91 

２ １ ０ ８ ９ 号 線 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 841 番 1 地先 

 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 841 番 1 地先 

前 1.79 17.71 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 841 番 1 地先 

 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 841 番 1 地先 

後 4.00 17.71 

２ １ ０ ９ ０ 号 線 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 841 番 1 地先 

 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 842 番 1 地先 

前 

1.80 

～ 

1.86 

51.20 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 841 番 1 地先 

 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 842 番 1 地先 

後 

2.93 

～ 

4.00 

51.20 



                      

  
 

２ １ ０ ９ １ 号 線 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 847 番 1 地先 

 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 844 番 2 地先 

前 1.82 18.79 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 847 番 1 地先 

 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 844 番 2 地先 

後 4.00 18.79 

 

 

２ １ １ ０ ６ 号 線 

 

 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 847 番 1 地先 

 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 847 番 1 地先 

前 

2.92 

～ 

2.97 

10.20 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 847 番 1 地先 

 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 847 番 1 地先 

後 4.01 10.20 

 

２ １ ７ ４ ８ 号 線 

 

さいたま市見沼区大字膝子字中田 939 番地先 

 

さいたま市見沼区大字膝子字中田 939 番地先 

前 3.30 259.29 

さいたま市見沼区大字膝子字中田 939 番地先 

 

さいたま市見沼区大字膝子字中田 939 番地先 

後 4.20 259.29 

 

２ １ ７ ５ ９ 号 線 

 

さいたま市見沼区大字膝子字中田 984 番地先 

 

さいたま市見沼区大字膝子字中田 984 番地先 

前 4.30 53.74 

さいたま市見沼区大字膝子字中田 984 番地先 

 

さいたま市見沼区大字膝子字中田 984 番地先 

後 5.20 53.74 

３ ０ ８ ３ ６ 号 線 

さいたま市北区日進町一丁目 483 番 26 地先 

 

さいたま市北区日進町一丁目 479 番 59 地先 

前 3.64 91.19 

さいたま市北区日進町一丁目 483 番 26 地先 

 

さいたま市北区日進町一丁目 479 番 59 地先 

後 4.00 91.19 


